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＜新型インフルエンザ等対策ガイドライン＞

別紙

施設使用制限の要請等の対象であるａ、ｂの施設一覧

施設の種類 根拠規定

ａ 学校（ｂに掲げるものを除く。）

（略）

ｂ 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。）

1 生活介護事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項

2 短期入所事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項

3 重度障害者等包括支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第9項

4 自立訓練（機能訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

5 自立訓練（生活訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

6 就労移行支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項

7 就労継続支援（Ａ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

8 就労継続支援（Ｂ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

9 児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第2項

10 医療型児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第3項

11 放課後等デイサービスを行う施設 児童福祉法第6条の2第4項

12 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号

13 身体障害者福祉センター 身体障害者福祉法第31条

14 盲人ホーム 昭和37年2月27日付社発第109号厚生省社会局長通知別紙「盲人ホーム運営要綱」

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項、平成18年8月
15 日中一時支援事業を行う施設 1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害府県福祉部長通知別紙「地域生活支援

事業実施要綱」

16 通所介護を行う施設 介護保険法第8条第7項

17 通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条第8項

18 短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条第9項

19 短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条第10項

20 特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第11項

21 認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条第17項

22 小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条第18項

23 認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第19項

24 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第20項

25 複合型サービスを行う施設 介護保険法第8条第22項

26 介護予防通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第7項

27 介護予防通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条の2第8項

28 介護予防短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条の2第9項

29 介護予防短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条の2第10項

30 介護予防認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第15項

31 介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条の2第16項

32 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条の2第17項

33 地域支援事業を行う施設 介護保険法第115条の45

34 老人デイサービス事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第3項

35 老人短期入所事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第4項

36 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第5項

37 複合型サービス福祉事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第7項

38 老人デイサービスセンター 老人福祉法第20条の2の2

39 老人短期入所施設 老人福祉法第20条の3

生活保護法第38条第5項
40 授産施設

社会福祉法第2条第2項第7号

41 ホームレス自立支援センター ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条

42 放課後児童健全育成事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第2項

43 保育所 児童福祉法第39条

44 児童館 児童福祉法第40条

45 認可外保育所 児童福祉法第59条の2

46 母子健康センター 母子保健法第22条
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事   務   連   絡 

                                                     平成 28 年１月７日 

 

都道府県 

各 指定都市 民生主管課 御中 

中 核 市 

 

                厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

                厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

                厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

                厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

                            厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

 

「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガ

イドライン」及び「作成例「新型インフルエンザ等発生時における業務継続

計画（モデル）」」について 

 

今般、平成 26 年度セーフティネット支援対策等事業費補助金事業の一環と

して、株式会社インターリスク総研が作成した「社会福祉施設・事業所にお

ける新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン」及び「作成例「新

型インフルエンザ等発生時における業務継続計画（モデル）」」等を、厚生労

働省のホームページに掲載しましたので、新型インフルエンザ等の発生時に

おけるサービス提供の継続や利用者・職員の安全確保の観点から、各社会福

祉施設等における業務継続計画（「新型インフルエンザ等の発生時において業

務を継続的に実施するための計画」）の作成に活用いただけるよう、貴管内の

市区町村、社会福祉施設等に対する周知について、ご協力いただきますよう

お願いいたします。 

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）の

施行により、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（平成 25 年厚生労働省告示第 369

号）に定める社会保険・社会福祉・介護事業における特定接種に係る登録事

業者の登録が今後開始されることとなります（今年度中を予定）。 

同法に定める特定接種の登録事業者となるために社会福祉施設等の事業者

が申請する際には、業務継続計画の作成が必要となることを申し添えます。 
 

 

・「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続

ガイドライン」など 

(URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html) 
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